
議提議案第１号 

 

特別委員会の設置について 

本議会に、相模原市議会委員会条例第６条の規定により、次のとおり特別委員会

を設置する。 

１ 名称 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会 

２ 付議事件 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する調査研究に

ついて 

３ 検査権限 地方自治法第９８条第１項の権限を上記特別委員会に委任する。 

４ 委員の定数 ９名 

５ 審査の期限 付議事件の審査終了まで 

 

令和２年２月２５日提出 

 

提出者 相模原市議会議員 小 野   弘 

提出者 相模原市議会議員 関 根 雅吾郎 

提出者 相模原市議会議員 田 所 健太郎 

提出者 相模原市議会議員 石 川   達 

提出者 相模原市議会議員 服 部 裕 明 

提出者 相模原市議会議員 渡 部 俊 明 

提出者 相模原市議会議員 大 槻 和 弘 

提出者 相模原市議会議員 長谷川 くみ子 

提出者 相模原市議会議員 鈴 木 秀 成  

提出者 相模原市議会議員 西 家 克 己 

提出者 相模原市議会議員 久保田 浩 孝 

 

 



議提議案第２号 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、市民の安全安心を守るため

の対策に関する意見書 

 

中華人民共和国湖北省武漢市で令和元年１２月に新型コロナウイルス感染症の発

生が報告されて以来、日本をはじめとして世界各地から感染の報告が続いており、

とりわけ本市においては、国内初の死亡者を含め多数の感染が確認され、市民には

不安が広がっている。 

本市では、感染拡大を防止し市民の安全安心を守るため、小中学校の臨時休業及

び市施設の休止等の対策を講じているが、感染拡大の防止に当たっては、相模原市

内にとどまらず、広域的な対策が肝要であり、国による強力な対策の推進が不可欠

である。 

よって本市議会は、国会及び政府におかれて、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大の防止及び早期終息を図り、市民の安全安心を最優先に確保するため、次の事

項について実現を図られるよう強く要望するものである。 

１ 感染拡大の防止に向け、マスクや消毒用アルコール等の物資を安定的かつ継続

的に供給するとともに、自宅療養、治療について十分な対策を実施し、地域の状

況に応じて、患者への対応を継続、強化すること。 

２ 患者、家族及び医療従事者等が差別的な扱いを受けることがないように、風評

被害防止や人権への十分な配慮等に対する対策を図ること。 

３ 検査実施体制等の強化を進め、患者の増加に備えた入院・治療体制整備に向け

た医療機関への支援を拡充するとともに、感染防護具等物品の継続的な確保を 

図って、院内感染対策の更なる徹底を行うこと。 

４ 学校の臨時休業等の要請による保護者の休職等や、イベント等の自粛による観

光業や飲食業をはじめとする中小企業や小規模事業者・個人事業主等への経済的

影響などの状況に鑑み、廃業や倒産を防ぐため、助成金等の財政支援を更に拡充

すること。 

５ ＷＨＯなど国際機関との連携協力のもと、ワクチン等の研究開発を促進するた

め、必要な予算を柔軟に配分し、併せて、予防・診断・治療法の開発につながる

技術の確立を図ること。 



６ 国際的な感染動向や国内の感染症に関する情報を正確かつ迅速に収集し、国民

や地方公共団体ヘ必要な情報提供を的確に行うとともに、感染症発生動向調査を

強化すること。 

７ 地方公共団体が感染拡大防止の施策を実施するため、その意見を的確に反映し

つつ、早期に国の具体的な措置内容と考え方を示すこと。また、必要な財政支援

を行うこと。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

相 模 原 市 議 会 

 

国    会 

内    閣 

 

令和２年３月１３日提出 

 

提出者 相模原市議会議員 小 野   弘 

提出者 相模原市議会議員 関 根 雅吾郎 

提出者 相模原市議会議員 田 所 健太郎 

提出者 相模原市議会議員 石 川   達 

提出者 相模原市議会議員 服 部 裕 明 

提出者 相模原市議会議員 渡 部 俊 明 

提出者 相模原市議会議員 大 槻 和 弘 

提出者 相模原市議会議員 長谷川 くみ子 

提出者 相模原市議会議員 鈴 木 秀 成 

提出者 相模原市議会議員 西 家 克 己 

提出者 相模原市議会議員 久保田 浩 孝 

 

   あ て 


